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１．研究の目的 

緑地の種々の機能の実証的解明と空間計画を伴う緑地計画を結

びつける取り組みは未だ限定的であり，今後の研究課題である1)

とされている。緑地の種々の機能は，何等かの評価を通じて顕在

化され，この緑地の機能評価を用いて，空間計画を伴う緑地計画

が策定または改定されることが想定される。ここで一口に空間計

画を伴う緑地計画といっても，緑地計画については，「きちんとし

た長期のビジョン，施策，事業プログラムを基本として確立する

ことが，日本では歴史的にも必然性をもって」2)いるとされてい

る。つまり，緑地計画が，ビジョン，施策の方針，事業プログラ

ムのいずれにあたるものであるのかによって，緑地計画がその内

容とする空間計画の位置付け，そして，その空間計画に関与する

緑地の機能評価に求められる役割も変わってくると考えられる。 

ここで，空間計画を伴う緑地計画として，今日の市町村におけ

る代表的な制度である都市緑地法に基づく緑の基本計画に着目す

ると，緑の基本計画が有するべき計画内容の即地性はしばしば議

論の対象となっている3)4)。そして現実においても，さまざまな精

度の「空間計画」を伴う緑の基本計画が存在している5)。つまり，

緑の基本計画が伴う空間計画が，特定の空間を指示した情報をど

の程度の精度で有しているかによっても，緑地の機能評価が果た

す役割がやはり変わってくると考えられる。 

つまり，ビジョン・施策の方針・事業プログラム，そして，空

間計画の精度という二点から，空間計画を伴う緑地計画，ここで

は緑の基本計画の性質を定義することが，本稿冒頭の研究課題の

考察においては必要となる。この二点を明確に区分して緑の基本

計画を論考した研究は少ないが，根岸・石川(2015)は，緑の基本

計画の施策の方針について，その空間計画の精度の把握を試みて

いる6)。具体的には，神奈川県下7)の市町村を対象として，多様な

施策，特に，特別緑地保全地区8)について，その指定計画地が，

施策の方針として多くの自治体において即地的に明示されている

ことを明らかにしている。しかし，当該研究においては，緑地の

機能評価が，いかにこれらの施策の方針と関連してきたのかにつ

いては言及されていない。 

したがって本研究は，根岸・石川(2015)の知見を，緑地の機能

評価の視点を導入してさらに発展させようとするものである。こ

こで，施策の方針が，事業プログラムを経て施策の実施へと至る

べきものであることを念頭に置き，本研究においては，施策の方

針，ここでは特別緑地保全地区の指定計画地が，特別緑地保全地

区の指定へと至るプロセスにおける，緑地の機能評価が果たした

役割に着目することとする。ここで，このプロセスは，長期にわ

たるものであり，緑地の機能評価も時代によって変化することと

なる。つまり，緑地の機能評価と，緑の基本計画が伴う空間計画

は，両者ともに時間の経過とともに変容していくものであり，本

研究冒頭の研究課題に対応するためには，時間軸を導入し，両者

の相互関係を，両者の変化をも把握しながら分析する必要がある。 

以上のことから本研究は，緑の基本計画の施策の方針としての

特別緑地保全地区の指定計画地が，特別緑地保全地区の指定へと

至るプロセスにおいて，変容しつつも自治体によって保持されて

きた緑地の機能評価が果たした役割を明らかにすることを目的と

する。 

研究の対象地は，根岸・石川(2015)において，特別緑地保全地

区の指定計画地が即地的に明示されていることが示された神奈川

県下の 13 の自治体のうち，緑地の機能評価を緑の基本計画にお

いて認めることができた川崎市，鎌倉市，逗子市とした。川崎市

においては「緑地総合評価」9)10)11)，鎌倉市においては「緑地の保

全評価」12)13)14),逗子市においては「自然環境評価」15)16)である。

それぞれの評価自体の詳細については，補注 9)～16)で示した，

それぞれの評価そのもの，または学術雑誌の既報等を参照された

い。 

 

２．研究の手法 

それぞれの自治体について，まず緑地の機能評価とその変容に
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ついて，ア.評価軸の種類，イ.評価軸の重みづけ，ウ.評価の範囲，

エ.評価の原単位に着目し，これらの情報についての整理を行った。

さらに，特別緑地保全地区の指定計画地が，特別緑地保全地区の

指定へと至るプロセスにおいて，緑地の機能評価がどのような形

で明示的な根拠として用いられてきたのかをアからエの側面に着

目して記述した。用いた資料は，緑の基本計画図書，行政刊行物

の素案，原案 ，会議録(緑の基本計画関連審議会，市議会) ，行

政内部資料，さらに，自治体の緑政部局または元首長に対して行

ったヒヤリング結果である。 

 

３．結果と考察 

 3 自治体において，施策の方針としての特別緑地保全地区の指

定計画地が，特別緑地保全地区の指定へと至るプロセスにおける，

緑地の機能評価が果たした役割について，緑地の機能評価の変容

を鑑みつつ整理した。 

（１）川崎市 (図‐1) 

川崎市においては，「緑地総合評価」が2002年に設定され，川

崎市環境保全審議会緑と公園部会による「川崎市における新たな

緑地保全方策について―斜面緑地の保全を中心とした施策の推進

にむけて―」17)において示された。評価軸の種類と評価軸の重み

づけに関して，「緑地総合評価」の重点は，骨格的な崖線の緑地の

評価を高くするということであった。具体的には，「あくまでも斜

面緑地として，多摩川崖線軸や多摩丘陵軸に存在する斜面緑地の

評価をするということで，30 度以上の斜面傾斜度について評価

をしてきた」18)ものであり，「川崎市は30度以上の山がほとんど

でという話の議論があったのかと思います。残っているのは，全

て北側斜面で南側は全部開発されていて，どこを守るんだという

中で，多摩川崖線を守り川崎市の骨格をしっかりと継承していく

のが大切だという形で，そこを開発させないためにわざと点数を

高く」19)したとされている。さらに，崖線の骨格的な緑地を見る

ことのできる鉄道駅，主要道路からの眺望が重視された20)。 

評価の範囲は，川崎市北部の丘陵地帯であり，評価の原単位と

しては，1000㎡以上のひとまとまりの緑地とされた。 

 それぞれの緑地が評価され，点数に応じてA，B，Cのランク付け

が行われた。この際の点数配分については，当時，明確な根拠は

存在しなかった21)とされているが，Aランク約311ha，Bランク約

381ha，Cランク約56haと評価されるに至った。これらのランク

付けに対応させる形で，特別緑地保全地区はAランク，他の川崎

市独自の規制の緩やかな施策はA，B，Cランクをも対象として実

施するという，施策の方針が定められた。このことを通じて，A

ランクとして評価された緑地に対しては，特別緑地保全地区の指

定計画地に類する計画内容が定められたと解釈することができる。

緑地総合評価結果とともに，各評価項目の調査結果，現況写真等

の各種データを搭載した「緑地保全カルテ」が作成された。「緑地

総合評価」と「緑地保全カルテ」に基づきつつ，「緑地保全関係(中

略)というのは，地権者のいろいろな話がございます。そういう中

で，交渉にあたっての時間的なずれとかいろいろあったり，さら

に包括的に市全体としてAランク，Bランク，Cランクという評価

をしている部分もございますので，(中略)弾力的に遊撃隊的な形

で」22)，「粘り強い保全交渉，JA 等関係機関との情報交換，農政

部局との連携，用地予算の確保，地域説明会や学習会による制度

周知」23)を通じて，施策の実施が推進されていった。A ランクと

された緑地における特別緑地保全地区は，2002 年においては

27.8ha が既指定であったが，2012 年までに 83.0ha へと増加し

ている24)。 

「緑地総合評価」は 2014 年に改定25)され，川崎市環境審議会

による「川崎市における緑地総合評価の見直しについて(答申)」26)

において示された。評価の原単位は変わらず 1000 ㎡以上の緑地
図‐1 川崎市 
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とされたが，ここでは評価が保全配慮地区に限定されて行われた。

保全配慮地区は，先述の 2002 年の川崎市環境保全審議会緑と公

園部会による「川崎市における新たな緑地保全方策について―斜

面緑地の保全を中心とした施策の推進にむけて―」において，「具

体的な保全配慮地区の設定については，市域の斜面緑地の分布状

況を考慮し，「緑の30プラン」によるゾーン別緑化方針に提示さ

れている「多摩丘陵緑化ゾーン」を対象とすることが望ましい。」
27)とされたのを受けて2003年に設定され，2008年の「川崎市緑

の基本計画」28)に位置付けられたものである。この保全配慮地区

が，新たな評価の範囲として用いられたと解釈することができる。

改定された「緑地総合評価」の評価軸の種類と評価軸の重みづけ

において，その重点は，身近なコミュニティにおける，市民活動

と関連する緑地の評価を高くすることであった。具体的には，「居

住環境全体をよくしていくため，人が集まる場所に残る緑地は小

規模であっても価値が高いものとして評価」29)するために，市街

化区域の緑地が加点されることになり，また，「多摩川の沖積低地

からは見ることのできない樹林地，つまり，従来の評価指標では

景観という意味での評価点が加点されない樹林地の重要性が課題

として挙げられ，小学校や中学校など身近なコミュニティから見

える緑地の重要性が認識された」30)。一方で，2002年には崖線の

樹林地を高く評価するために設定されていた「傾斜 30 度以上」

という評価軸は外されている。つまり，「今までは多摩川の崖線軸

とか丘陵軸を中心に施策を進めておりましたが，逆に市街地の学

校に近接するような緑地保全の評価がされていくことにな」31)っ

たのである。また市民活動の容易性の観点から，平均 15 度未満

の緑地が高く評価されるようになった32)。これは，「市民の皆様に

より保全管理活動が行われている特別緑地保全地区の平均傾斜度

を調査したところ（中略），平均15.3度」33)であったためとされ

ている。市民活動のしやすさについては，さらに「アクセス性」

として，緑地が接道しているかどうかという視点が加えられた。

評価結果として，Aランクは約479ha，Bランクは約151ha，Cラ

ンクは約2haとなった34)。 

以上のように，「緑地総合評価」においてAランクとされた緑地

についての特別緑地保全地区の指定計画地に類する計画内容が更

新されたといえるが，さらにどの具体の緑地において施策を実施

するかについては，前年度に指定した箇所と連続している箇所，

現地踏査や緑地保全カルテ等から保全すべきと判断した箇所，開

発行為の事前調査が出された箇所，地権者からの申し出，JA等か

ら紹介された箇所等が対象に，市職員2人が1組となって，登記

簿を参照して直接訪問して交渉にあたることで35)，施策の実施が

推進されている。 

（２）逗子市 (図‐2) 

 逗子市においては，1992年に，開発時の手続きと開発の際に残

存させる緑地の量を定めた｢逗子市の良好な環境をつくる条例｣が

制定され，当条例に基づき，開発業者に対して，開発時に残存さ

せる緑地の量を「自然環境評価」を根拠として求めることが定め

られた。1992年に「環境管理計画策定基礎データ解析調査平成3
年度委託業務報告書」36)にて示された「自然環境評価」は，10メ

ートルメッシュを評価の原単位とし，市内全域を評価の範囲とし

て，緑地の機能評価を行ったものである。評価軸の種類は，土地

機能，生態系維持機能，景観保全機能とされた37)。市街化調整区

域における大規模なまとまった緑地から市街化区域内に貫入する

狭小な緑地までが，連担して分布している逗子市において，「自然

環境評価」は，大規模な緑地と市街地内部の比較的小規模な緑地

の，両者を共にいかに高く評価することができるかが課題であっ

た38)。評価結果は，Aランク約168ha，Bランク約482ha，Cラン

ク約369ha，Dランク約716haというものであった。評価結果に

対応させ、開発時の緑地の残存率を A ランクにおいては 80%，B 図‐2 逗子市 
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ランクにおいては60%，Cランクにおいては40%，Dランクにおい

ては20%とすることが目標とされた。ただし，「自然環境評価」は

あくまでも｢逗子市の良好な環境をつくる条例｣の手続きの際に用

いられるものであり，当初は特別緑地保全地区の指定候補地とは

直接には関係のないものであった。後述する通り，20年余り後に，

「自然環境評価」は特別緑地保全地区指定の優先度を設定する際

に用いられることとなる。 

施策の方針としての特別緑地保全地区指定候補地は，緑のマス

タープランの時代から，1996年の「逗子市緑の基本計画」39)へと

継承されてきたものであった。2006年の緑の基本計画改定の際に

は，特別緑地保全地区指定候補地の指定の緊急度の設定が試みら

れたが，この際緑地の機能評価が行われ，逗子市みどり審議会に

よる「平成 16 年度みどり審議会資料 順位付け参考資料」にお

いて示された。ここでは，評価軸の種類として土地所有，法適用，

自然特性，植物群落構成分類，景観，生態系特性，防災が設定さ

れ，評価の範囲は市内の全ての特別緑地保全地区指定候補地であ

り，評価の原単位はそれぞれの特別緑地保全地区指定候補地とさ

れていた。 

ただし，逗子市において，実際に，特別緑地保全地区の指定事

業が開始されたのは，2011年になってからのことである40)。2012
年に，「逗子市緑の基本計画 2005」41)にて示された 21 箇所の特

別緑地保全地区指定計画地のうち，実際にどこに指定を行うべき

かの絞り込みが検討された。この検討は、逗子市みどり審議会の

「平成24年度 第2回みどり審議会 資料1 特別緑地保全地区

に向けた調査分類の考え方について」42)において示されているが，

特別緑地保全地区指定計画地がさらに細かく分割され, 平均面積

約1.4ha43)の69の細区分が設定された。細区分は，植生がある個

所を対象とする / 区域区分界で地区区分を行う / 道路等の地物

を参考に区分を行う / 生態系維持機能評価数値の変更箇所を参

考に区分を行う，という条件に従って設定された。そして，細区

分ごとに，10メートルメッシュの自然環境評価のそれぞれの評価

軸の重みづけを次のように変化させ、細区分ごとの評価結果が算

出された。 

イ) 「生態系維持機能評価」、「居住快適性維持機能評価」、「土地

機能評価」それぞれの平均値を算出 

ロ) 「植生自然度評価」、「植生群落度評価」、「保水評価」それぞ

れの平均値を算出 

ハ) 各評価軸について、平均値の優れたものから１位、２位、３

位と順位付け 

ニ) 各細区分において、ハ)の６種の評価軸の順位を足し、足し

た数値の少ない細区分を自然環境の優れた地区とする。 

つまり，細区分は，新たな評価の原単位となったということが

できる。なお，この際，既存の市街化調整区域，近郊緑地保全区

域，保安林，都市公園に該当する区域を除外した区域が，評価の

範囲とされた。この過程を経て，評点の高い細区分に該当する区

域の優先度が高い区域として絞り込まれた44)とされている。優先

度の高い区域において，対象となる緑地は 23ha であり，その全

ての地権者に対して，緑の基本計画に示された特別緑地保全地区

の指定計画地を明示した上で，特別緑地保全地区の指定について

の意向調査アンケートが行われた45)。このように，特別緑地保全

地区指定計画地について，緑地の機能評価を用いた明示的な絞り

込みが行われた上で，2015年度に最初の指定として，逗子市の中

心市街地に貫入する緑地の一部 3807 ㎡が，特別緑地保全地区と

して指定されている。 

（３）鎌倉市 (図‐3) 

開発の危機に瀕していた大規模な三大緑地の保全を達成するこ

とが長年の市政の懸案事項であった鎌倉市においては，1996年に

策定された「鎌倉市緑の基本計画」46)において，その論理展開を

貫くテーマが緑地の機能について設定され，このテーマが「緑地

の保全評価」の評価軸の種類とされた。具体的には，1996年の緑

の基本計画において，まず，「テーマ別の緑の配置方針」として，

「自然共生型・低負荷型の都市環境の形成」，「古都の歴史的風土

の保全・継承」，「多様なレクリエーション活動の場を備えた都市

空間の形成」，「緑を基盤とした安全性の高い都市空間の形成」，「自

然・歴史とまち並みが融和した都市景観の形成」のテーマが設定

された。その上で，「緑地の保全評価」が示され，テーマと対応さ

せ，「環境負荷を和らげる緑」，「歴史文化を守る緑」，「交流とふれ

あいを広げる緑」，「安全を高める緑」，「美しい景観をつくる緑」

という5つの評価軸の種類と評価軸の重みづけが設定されている。 

「緑地の保全評価」の評価の範囲は，市全域の緑地である。三

大緑地をはじめ大規模な緑地が連担している鎌倉市において，評

価の原単位は，連担した大規模な緑地を，施策が既に適用されて

いる区域と，施策がまだ適用されていない区域とにおおまかに分

節したものであった47)。 

そして，評価結果として，Ⅰ(面積約1229ha)，Ⅱ(面積約249ha)，
Ⅲ(面積約66ha)48)のランクが設定された，Ⅰ，Ⅱの緑地は，直接

的な保全の対象とされ，評価Ⅲの緑地は，より質の高い市街地環

境の形成に向けて保全に努める緑地とされた。これに対応させる

形で，特別緑地保全地区の指定計画地をはじめとして，都市公園・

緑地，歴史的風土保存区域，同特別保存地区，近郊緑地保全区域，

同特別保全地区，風致地区，施設検討地区，農用地区域等の施策

の方針が、「鎌倉市緑の基本計画」49)において示された。 

特別緑地保全地区等の施策の方針に関して，その指定までのつ

なぎの制度として，鎌倉市独自の，開発時に市長との協議を義務

付け市長が助言又は指導ができることを定めた「緑地保全推進地

区」制度が 1997 年に創設され，その指定が検討されることとな

る。この際，「緑の基本計画で保全評価Ⅰ，Ⅱになっていて，かつ

将来的な施策が当っているところ。例えば緑地保全地区の指定を

目指しているところ，あるいは都市公園としての施策が当ってい

る場所を選」50)ぶ形で，緑地保全推進地区の指定検討対象地 22
区域が1998年の第2回鎌倉市緑政審議会で示された51)。当該22
区域においては，さらに地権者に対して，緑地保全推進地区指定

についての意向を聞くアンケートが行われた。緑地保全推進地区

指定検討対象地を評価の範囲として，個々の緑地保全推進地区指

定検討対象地を評価の原単位とし，アンケート結果における土地

所有者の意見と公有地の割合を評価軸の種類として評価が行われ

た。この結果、緑地保全推進地区指定検討対象地 22 区域に対し

て、評価の高い順に、AAA、AA、A、BBB、BB、B、C のランクが与

えられた。このうち、A以上の6区域が，「緑地保全推進地区」の

指定の優先度が高い地区であるとの検討が，1999年の鎌倉市緑政

審議会資料「緑地保全推進地区の指定検討について」52)において

示されている。しかし，この評価結果については，土地所有者の

意向次第で指定の優先度に直結する評価が行われるのは問題であ

り，その緑地の都市における価値をより考慮すべきであるとの意

見も，学識経験者からなる鎌倉市緑政審議会においては出されて

いる。鎌倉市としても，「土地所有者を優先した指定を考えていく

のか，緑を中心に指定を考えていくのか，正直言いますと非常に

我々としても判断材料としては困っている部分があ」53)るとされ，

「その辺の矛盾は基本的には解決しません。私も非常に難しい問

題だなと実は思っているわけです。ただ，私たち緑地保全推進地

区を指定するという場合に，22カ所は何れも対象地です。しかも，

その対象地が評価Ⅰ，Ⅱと区分けがされている。されているが全

て推進地区の指定地だ。そうすると，基本的には全部推進地区に

指定するというのは，これは基本方針なわけです。」54)と述べられ

ている。このように，施策の方針と「緑地の保全評価」を，22地

区における緑地保全推進地区の指定の正当性の根拠とした上で，
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さらに地権者の意向によってその指定候補地を絞り込むという展

開が見られた。緑地保全推進地区の，あくまでも第一次の指定と

して，先述の6地区約35haが緑地保全推進地区として2000年に

指定されるに至った。これらの緑地保全推進地区のうち，2002
年に昌清院地区 1.02ha のうち 0.8ha が，また岡本地区 5.19ha
のうち 3.2ha が特別緑地保全地区に指定された。2007 年には，

寺分一丁目地区 2.45haのうち 2.3haが特別緑地保全地区として

指定された55)。 

上記の役割を果たしてきた「緑地の保全評価」であるが，今日

その役割は変容している。近年，「地域・地区レベルの緑地の各種

施策が進捗している状況で，緑地保全に係る法適用候補地以外の

地域レベル・地区レベルで重要な緑と評価している緑地に対する

保全要請の施策反映」56)が重要な課題となる中，2011年の緑の基

本計画の改定においては，「緑地の保全評価」の評価軸の種類とし

て，「暮らしを支え豊にする緑」が加えられた57)。ただし，保全対

象の緑地については，「対象の緑地は広がってはいないです。今ま

で大きな6つ58)の要素で緑地保全・緑化をしておりまして，身近

な生活快適性向上の緑地というものは，その中に包括されてしま

うものですから，箇所が増えたということではない」59)60)と説明

されている。このことからは，「緑地の保全評価」の従来の評価の

原単位では，今日の身近な地区レベルの課題に対応する細かさで

の緑地の機能評価を，施策の方針に直結させる形で行うことが困

難になっているということ指摘することができる。 

 

４．まとめ 

 以上のように，緑地の機能評価については，評価軸の種類を変

化させ，また評価軸の重みづけを変化させるとともに，一定の区

域を限定する評価の範囲が挿入され，また新たな評価の原単位を

設定することを通じて，時代のニーズの変化への対応が試みられ

てきた。 

 具体的には，評価軸の種類と評価軸の重みづけに関しては，川

崎市では，当初の骨格的な緑地の重視から，後年の身近な緑地の

重視へと，評価軸の種類と重みづけが変化した。逗子市では，当

初の土地機能，生態系維持機能，景観機能についての評価軸の種

類と重みづけに対して，後年，一部の評価軸についての重みづけ

が変化した。また，これとは別に，土地所有，法適用，自然特性，

植物群落構成分類，景観，生態系特性，防災を評価軸の種類とす

る評価が行われている。鎌倉市では，当初の歴史文化を守る緑，

環境負荷を和らげる緑，美しい景観をつくる緑，交流とふれあい

を広げる緑，安全を高める緑，として設定されていた評価軸の種

類に対し，後年，生き物を育む緑，暮らしを支え豊にする緑，の

評価軸が新たに付け加えられた。 

 評価の範囲については，川崎市では，当初の市北部の丘陵地帯

全域から，後年の保全配慮地区へと明確化した。逗子市では，当

初の市全域から，後年の，既存の市街化調整区域，近郊緑地保全

区域，保安林，都市公園に該当する区域を除外した区域へと変化

した。鎌倉市では，当初の市全域が今日も用いられている。 

 評価の原単位については，川崎市では，当初の 1000 ㎡以上の

緑地のひとまとまりが今日でも用いられている。逗子市では，当

初の市全域における10mメッシュについて，後年，この10mメッ

シュの値の平均値が，特別緑地保全地区の指定候補地を細分化し

た細区分で算出された。また，これとは別に，各特別緑地保全地

区の指定候補地が評価の原単位として用いられた。鎌倉市では，

当初の，連続した大規模緑地を施策の既指定区域と未指定区域と

におおまかに分節した原単位が今日でも用いられている。 

 このように緑地の機能評価については，評価軸の種類，評価軸

の重みづけ，評価の範囲，評価の原単位それぞれに関しては，自

治体ごとにさまざまな差異を示してきた。しかし，緑地の機能評 図‐3 鎌倉市 
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価と施策の方針との関連性に総体として着目すると，緑地の機能

評価の重点が，大規模・骨格的な緑地から身近な緑地へと移ると

ともに，施策の方針に対して緑地の機能評価が果たす役割が，「広

範囲における一定の枠組みを設定する」というものから，「特定の

地区を絞り込む」というものへと変化してきたという共通点を指

摘することができる。 

 すなわち，まず，相対的に広範な評価の範囲において，大規模

で骨格的な緑地に重点を置き，これに対応して評価軸の種類や評

価軸の重みづけが設定された。ここでは，評価の範囲における緑

地を網羅的に扱うとともに，広範囲にわたるある枠組みを提示す

ることが求められていた。川崎市の 2002 年の「緑地総合評価」，

逗子市の1992年の「自然環境評価」，鎌倉市の1996年の「緑地

の保全評価」が該当する。このうち，川崎市と鎌倉市においては，

評価結果と，施策の方針における施策の種類の区分が対応するも

のであり，緑地の機能評価は，広範な区域における施策の方針の

種類の区分の根拠を与える役割を担っていたといえる。 

 その後，既に存在している施策の方針の種類の区分や，緑地の

機能評価の枠組みを前提として，より限られた評価の範囲で，身

近な緑地を重視し，これに対応した評価軸の種類や評価軸の重み

づけが設定され，そして評価が行われた。具体的には，川崎市に

おける2014年の「緑地総合評価」や，逗子市の2012年の特別緑

地保全地区の指定の優先度の検討の際の評価，鎌倉市における

1998年の緑地保全推進地区指定検討対象地の評価が挙げられる。

このうち，鎌倉市と逗子市においては，既存の施策の方針をさら

に絞り込んで実際に事業化する区域を設定するというものであっ

た。 

 以上の通り本研究は，冒頭で示した研究課題のうち，施策の方

針のうち特別緑地保全地区の指定計画地で，かつ，即地的に明示

されたものについて，特定の自治体を対象として，緑地の機能評

価との関連性を考察し，その関係性の特徴について指摘した。今

後は，この指摘の一般化を行うとともに，特別緑地保全地区以外

の施策について，そして，ビジョンや事業プログラムについて，

また，必ずしも即地的に明示されていない空間計画について，こ

れらと緑地の機能評価との関係性についての研究が必要とされる。 
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